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(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
　遮蔽対象物を検出する遮蔽対象物検出手段と、
　前記遮蔽対象物検出手段によって検出された前記遮蔽対象物の、自車両に対する相対位
置に基づいて、前記遮蔽対象物にとって許容可能なグレアとなる、前記遮蔽対象物に照射
される照明の明るさの上限を推定する照明上限推定手段と、
　前記遮蔽対象物の背景の明るさに基づいて、ドライバにとって前記遮蔽対象物を視認す
ることが可能な、前記遮蔽対象物に照射される照明の明るさの下限を推定する照明下限推
定手段と、
　前記照明上限推定手段によって推定された前記遮蔽対象物に照射される照明の明るさの
上限と、前記照明下限推定手段によって推定された前記遮蔽対象物に照射される照明の明
るさの下限との間となるように、前記遮蔽対象物に照射される照明の明るさを設定する照
明設定手段と、
　自車両の周囲に対して照射パターンの光を照射可能な照射手段と、
　前記遮蔽対象物検出手段によって検出された前記遮蔽対象物の、自車両に対する相対位
置と、前記照明設定手段によって設定された前記遮蔽対象物に照射される照明の明るさと
に基づいて、自車両から見たときの前記遮蔽対象物の一部分を、前記遮蔽対象物に照射さ
れる照明の明るさとし、前記遮蔽対象物の他の部分を含む領域を、前記遮蔽対象物に照射
される照明の明るさより高くした照射パターンの光を照射するように、前記照射手段を制
御する照明制御手段と、
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　を含む照射装置。
【請求項２】
　前記照明設定手段は、前記照明上限推定手段によって推定された前記遮蔽対象物に照射
される照明の明るさの上限が、前記照明下限推定手段によって推定された前記遮蔽対象物
に照射される照明の明るさの下限より大きい場合に、前記照明の明るさの上限と照明の明
るさの下限との中間の明るさを、前記遮蔽対象物に照射される照明の明るさとして設定す
る請求項１記載の照射装置。
【請求項３】
　前記照明設定手段は、前記照明上限推定手段によって推定された前記遮蔽対象物に照射
される照明の明るさの上限が、前記照明下限推定手段によって推定された前記遮蔽対象物
に照射される照明の明るさの下限以下である場合に、予め設定された、前記照明の明るさ
の上限と照明の明るさの下限との何れを優先するかに基づいて、前記遮蔽対象物に照射さ
れる照明の明るさを設定する請求項２記載の照射装置。
【請求項４】
　自車両の周囲を表わす可視光の画像を撮像する可視光撮像手段を更に含み、
　前記照明下限推定手段は、前記可視光撮像手段によって撮像された前記可視光の画像に
おける、前記遮蔽対象物の背景の明るさに基づいて、前記遮蔽対象物に照射される照明の
明るさの下限を推定する請求項１～請求項３の何れか１項記載の照射装置。
【請求項５】
　前記遮蔽対象物検出手段は、前記可視光撮像手段によって撮像された前記可視光の画像
に基づいて、前記遮蔽対象物を検出し、
　前記照明制御手段は、前記可視光の画像を撮像するタイミングと異なるタイミングで、
自車両から見たときの前記遮蔽対象物の一部分を、前記遮蔽対象物に照射される照明の明
るさとし、前記遮蔽対象物の他の部分を含む領域を、前記遮蔽対象物に照射される照明の
明るさより高くした照射パターンの光を照射し、前記可視光の画像を撮像するタイミング
で、前記遮蔽対象物に対して遮蔽せずに光を照射するように、前記照射手段を制御する請
求項４記載の照射装置。
【請求項６】
　自車両の周辺に存在する物体の３次元位置を計測する３次元位置計測手段と、
　前記３次元位置計測手段によって計測された前記物体の３次元位置に基づいて、前記遮
蔽対象物検出手段によって検出された前記遮蔽対象物の、自車両に対する相対的な３次元
位置を推定する位置推定手段と、を更に含み、
　前記照明上限推定手段は、前記位置推定手段によって推定された前記遮蔽対象物の、自
車両に対する相対的な３次元位置に基づいて、前記遮蔽対象物に照射される照明の明るさ
の上限を推定する請求項１～請求項５の何れか１項記載の照射装置。
【請求項７】
　自車両に対する相対的な３次元位置の各々に対して予め求められた照明の明るさを記憶
した照明データベースと、
　前記位置推定手段によって推定された前記遮蔽対象物の、自車両に対する相対的な３次
元位置と、前記照明データベースに記憶された前記照明の明るさとに基づいて、前記遮蔽
対象物検出手段によって検出された前記遮蔽対象物における前記照明の明るさを計算する
遮蔽対象物照明計算手段と、
　前記位置推定手段によって推定された前記遮蔽対象物の、自車両に対する相対的な３次
元位置に基づいて、前記遮蔽対象物の向きと前記照射手段による光の照射方向とのなす角
を推定するなす角推定手段と、
　前記遮蔽対象物の順応輝度を推定する順応輝度推定手段と、を更に含み、
　前記照明上限推定手段は、前記遮蔽対象物照明計算手段によって計算された前記遮蔽対
象物における前記照明の明るさ、前記なす角推定手段によって推定された前記なす角、及
び前記順応輝度推定手段によって推定された前記遮蔽対象物の順応輝度に基づいて、前記
遮蔽対象物にとって許容可能なグレアとなる、前記遮蔽対象物に照射される照明の明るさ
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の上限を推定する請求項６記載の照射装置。
【請求項８】
　遮蔽対象物を検出する遮蔽対象物検出手段と、
　前記遮蔽対象物検出手段によって検出された前記遮蔽対象物の、自車両に対する相対位
置に基づいて、前記遮蔽対象物にとって許容可能なグレアとなる、前記遮蔽対象物に照射
される照明の明るさの上限を推定する照明上限推定手段と、
　前記遮蔽対象物の背景の明るさに基づいて、ドライバにとって前記遮蔽対象物を視認す
ることが可能な、前記遮蔽対象物に照射される照明の明るさの下限を推定する照明下限推
定手段と、
　前記照明上限推定手段によって推定された前記遮蔽対象物に照射される照明の明るさの
上限と、前記照明下限推定手段によって推定された前記遮蔽対象物に照射される照明の明
るさの下限とに基づいて、前記遮蔽対象物に照射される照明の明るさを設定する照明設定
手段と、
　自車両の周囲に対して照射パターンの光を照射可能な照射手段と、
　前記遮蔽対象物検出手段によって検出された前記遮蔽対象物の、自車両に対する相対位
置と、前記照明設定手段によって設定された前記遮蔽対象物に照射される照明の明るさと
に基づいて、自車両から見たときの前記遮蔽対象物の一部分を、前記遮蔽対象物に照射さ
れる照明の明るさとし、前記遮蔽対象物の他の部分を含む領域を、前記遮蔽対象物に照射
される照明の明るさより高くした照射パターンの光を照射するように、前記照射手段を制
御する照明制御手段と、
　自車両の周囲を表わす可視光の画像を撮像する可視光撮像手段と、
　を含み、
　前記照明下限推定手段は、前記可視光撮像手段によって撮像された前記可視光の画像に
おける、前記遮蔽対象物の背景の明るさに基づいて、前記遮蔽対象物に照射される照明の
明るさの下限を推定し、
　前記遮蔽対象物検出手段は、前記可視光撮像手段によって撮像された前記可視光の画像
に基づいて、前記遮蔽対象物を検出し、
　前記照明制御手段は、前記可視光の画像を撮像するタイミングと異なるタイミングで、
自車両から見たときの前記遮蔽対象物の一部分を、前記遮蔽対象物に照射される照明の明
るさとし、前記遮蔽対象物の他の部分を含む領域を、前記遮蔽対象物に照射される照明の
明るさより高くした照射パターンの光を照射し、前記可視光の画像を撮像するタイミング
で、前記遮蔽対象物に対して遮蔽せずに光を照射するように、前記照射手段を制御する
　照射装置。
【請求項９】
　遮蔽対象物を検出する遮蔽対象物検出手段と、
　前記遮蔽対象物検出手段によって検出された前記遮蔽対象物の、自車両に対する相対位
置に基づいて、前記遮蔽対象物にとって許容可能なグレアとなる、前記遮蔽対象物に照射
される照明の明るさの上限を推定する照明上限推定手段と、
　前記遮蔽対象物の背景の明るさに基づいて、ドライバにとって前記遮蔽対象物を視認す
ることが可能な、前記遮蔽対象物に照射される照明の明るさの下限を推定する照明下限推
定手段と、
　前記照明上限推定手段によって推定された前記遮蔽対象物に照射される照明の明るさの
上限と、前記照明下限推定手段によって推定された前記遮蔽対象物に照射される照明の明
るさの下限とに基づいて、前記遮蔽対象物に照射される照明の明るさを設定する照明設定
手段と、
　自車両の周囲に対して照射パターンの光を照射可能な照射手段と、
　前記遮蔽対象物検出手段によって検出された前記遮蔽対象物の、自車両に対する相対位
置と、前記照明設定手段によって設定された前記遮蔽対象物に照射される照明の明るさと
に基づいて、自車両から見たときの前記遮蔽対象物の一部分を、前記遮蔽対象物に照射さ
れる照明の明るさとし、前記遮蔽対象物の他の部分を含む領域を、前記遮蔽対象物に照射
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される照明の明るさより高くした照射パターンの光を照射するように、前記照射手段を制
御する照明制御手段と、
　自車両の周辺に存在する物体の３次元位置を計測する３次元位置計測手段と、
　前記３次元位置計測手段によって計測された前記物体の３次元位置に基づいて、前記遮
蔽対象物検出手段によって検出された前記遮蔽対象物の、自車両に対する相対的な３次元
位置を推定する位置推定手段と、
　自車両に対する相対的な３次元位置の各々に対して予め求められた照明の明るさを記憶
した照明データベースと、
　前記位置推定手段によって推定された前記遮蔽対象物の、自車両に対する相対的な３次
元位置と、前記照明データベースに記憶された前記照明の明るさとに基づいて、前記遮蔽
対象物検出手段によって検出された前記遮蔽対象物における前記照明の明るさを計算する
遮蔽対象物照明計算手段と、
　前記位置推定手段によって推定された前記遮蔽対象物の、自車両に対する相対的な３次
元位置に基づいて、前記遮蔽対象物の向きと前記照射手段による光の照射方向とのなす角
を推定するなす角推定手段と、
　前記遮蔽対象物の順応輝度を推定する順応輝度推定手段と、
　を含み、
　前記照明上限推定手段は、前記遮蔽対象物照明計算手段によって計算された前記遮蔽対
象物における前記照明の明るさ、前記なす角推定手段によって推定された前記なす角、及
び前記順応輝度推定手段によって推定された前記遮蔽対象物の順応輝度に基づいて、前記
遮蔽対象物にとって許容可能なグレアとなる、前記遮蔽対象物に照射される照明の明るさ
の上限を推定する
　照射装置。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　この発明は、照射装置に係り、特に、自車両の周辺に対して照射する照射装置に関する
。
【背景技術】
【０００２】
　従来より、複数の発光ダイオードを、カメラのシャッターと同期させてパルス発光させ
ることで、歩行者や障害物が検出できなくなるのを防ぐ車載用前照灯の制御システムが知
られている（特許文献１）。
【０００３】
　また、カメラのシャッターと照明を同期させるとともに、点灯タイミングをフレームご
とにずらす車載撮影装置が知られている（特許文献２）。
【０００４】
　また、車両前方の小領域毎の照射状態が車両前方の視認性が向上する照明状態となるよ
うに可視光照明手段を制御する照明装置が知られている（特許文献３）。
【０００５】
　また、画像フレームデータ内に注目物体が抽出された場合、注目物体に対してグレア抑
制が可能な配光パターンの選択を行う車両用前照灯システムが知られている（特許文献４
）。
【０００６】
　また、対象物が存在する領域では可視光照明を照射せず、代わりに赤外光を照射する車
両前照灯システムが知られている（特許文献５）。
【先行技術文献】
【特許文献】
【０００７】
【特許文献１】特開２０１１－０８４２３７号公報
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【特許文献２】特開２００８－２７３２２９号公報
【特許文献３】特開２００９－９０８４４号公報
【特許文献４】特開２０１１－０５１４４１号公報
【特許文献５】特開２０１２－１６６６５２号公報
【発明の概要】
【発明が解決しようとする課題】
【０００８】
　しかしながら、上記の特許文献１、４、５の技術では、遮蔽を行うため、ドライバが歩
行者を認知しにくくなる、という問題がある。
【０００９】
　また、上記の特許文献２、３の技術では、遮蔽を行わないため、歩行者が不快な眩しさ
を感じてしまう、という問題がある。
【００１０】
　本発明は上記問題点を解決するために成されたもので、遮蔽対象物が不快な眩しさを感
じることなく、かつ、ドライバが、遮蔽対象物を認知できる照射装置を提供することを目
的とする。
【課題を解決するための手段】
【００１１】
　上記目的を達成するために、本発明の照射装置は、遮蔽対象物を検出する遮蔽対象物検
出手段と、前記遮蔽対象物検出手段によって検出された前記遮蔽対象物の、自車両に対す
る相対位置に基づいて、前記遮蔽対象物にとって許容可能なグレアとなる、前記遮蔽対象
物に照射される照明の明るさの上限を推定する照明上限推定手段と、前記遮蔽対象物の背
景の明るさに基づいて、ドライバにとって前記遮蔽対象物を視認することが可能な、前記
遮蔽対象物に照射される照明の明るさの下限を推定する照明下限推定手段と、前記照明上
限推定手段によって推定された前記遮蔽対象物に照射される照明の明るさの上限と、前記
照明下限推定手段によって推定された前記遮蔽対象物に照射される照明の明るさの下限と
の間となるように、前記遮蔽対象物に照射される照明の明るさを設定する照明設定手段と
、自車両の周囲に対して照射パターンの光を照射可能な照射手段と、前記遮蔽対象物検出
手段によって検出された前記遮蔽対象物の、自車両に対する相対位置と、前記照明設定手
段によって設定された前記遮蔽対象物に照射される照明の明るさとに基づいて、自車両か
ら見たときの前記遮蔽対象物の一部分を、前記遮蔽対象物に照射される照明の明るさとし
、前記遮蔽対象物の他の部分を含む領域を、前記遮蔽対象物に照射される照明の明るさよ
り高くした照射パターンの光を照射するように、前記照射手段を制御する照明制御手段と
、を含んで構成されている。
【００１２】
　本発明の照射装置では、遮蔽対象物検出手段によって、遮蔽対象物を検出する。照明上
限推定手段によって、前記遮蔽対象物検出手段によって検出された前記遮蔽対象物の、自
車両に対する相対位置に基づいて、前記遮蔽対象物にとって許容可能なグレアとなる、前
記遮蔽対象物に照射される照明の明るさの上限を推定する。照明下限推定手段によって、
前記遮蔽対象物の背景の明るさに基づいて、ドライバにとって前記遮蔽対象物を視認する
ことが可能な、前記遮蔽対象物に照射される照明の明るさの下限を推定する。
【００１３】
　そして、照明設定手段によって、前記照明上限推定手段によって推定された前記遮蔽対
象物に照射される照明の明るさの上限と、前記照明下限推定手段によって推定された前記
遮蔽対象物に照射される照明の明るさの下限との間となるように、前記遮蔽対象物に照射
される照明の明るさを設定する。照明制御手段によって、前記遮蔽対象物検出手段によっ
て検出された前記遮蔽対象物の、自車両に対する相対位置と、前記照明設定手段によって
設定された前記遮蔽対象物に照射される照明の明るさとに基づいて、自車両から見たとき
の前記遮蔽対象物の一部分を、前記遮蔽対象物に照射される照明の明るさとし、前記遮蔽
対象物の他の部分を含む領域を、前記遮蔽対象物に照射される照明の明るさより高くした
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照射パターンの光を照射するように、前記照射手段を制御する。
【００１４】
　このように、推定された遮蔽対象物に照射される照明の明るさの上限と、推定された前
記遮蔽対象物に照射される照明の明るさの下限とに基づいて設定した、遮蔽対象物に照射
される照明の明るさを、自車両から見たときの前記遮蔽対象物の一部分の明るさとして、
照射パターンの光を照射することにより、遮蔽対象物が不快な眩しさを感じることなく、
かつ、ドライバが、遮蔽対象物を認知できる。
【００１５】
　本発明の照明設定手段は、前記照明上限推定手段によって推定された前記遮蔽対象物に
照射される照明の明るさの上限と、前記照明下限推定手段によって推定された前記遮蔽対
象物に照射される照明の明るさの下限との間となるように、前記遮蔽対象物に照射される
照明の明るさを設定するようにすることができる。
【００１６】
　本発明の照射装置は、自車両の周囲を表わす可視光の画像を撮像する可視光撮像手段を
更に含み、前記照明下限推定手段は、前記可視光撮像手段によって撮像された前記可視光
の画像における、前記遮蔽対象物の背景の明るさに基づいて、前記遮蔽対象物に照射され
る照明の明るさの下限を推定するようにすることができる。
【００１７】
　また、上記の発明の遮蔽対象物検出手段は、前記可視光撮像手段によって撮像された前
記可視光の画像に基づいて、前記遮蔽対象物を検出し、前記照明制御手段は、前記可視光
の画像を撮像するタイミングと異なるタイミングで、自車両から見たときの前記遮蔽対象
物の一部分を、前記遮蔽対象物に照射される照明の明るさとし、前記遮蔽対象物の他の部
分を含む領域を、前記遮蔽対象物に照射される照明の明るさより高くした照射パターンの
光を照射し、前記可視光の画像を撮像するタイミングで、前記遮蔽対象物に対して遮蔽せ
ずに光を照射するように、前記照射手段を制御するようにすることができる。これによっ
て、可視光の画像からの遮蔽対象物の検出精度の低下を防ぐことができる。
【００１８】
　本発明の照射装置は、自車両の周辺に存在する物体の３次元位置を計測する３次元位置
計測手段と、前記３次元位置計測手段によって計測された前記物体の３次元位置に基づい
て、前記遮蔽対象物検出手段によって検出された前記遮蔽対象物の、自車両に対する相対
的な３次元位置を推定する位置推定手段と、を更に含み、前記照明上限推定手段は、前記
位置推定手段によって推定された前記遮蔽対象物の、自車両に対する相対的な３次元位置
に基づいて、前記遮蔽対象物に照射される照明の明るさの上限を推定するようにすること
ができる。
【００１９】
　また、上記の発明の照射装置は、自車両に対する相対的な３次元位置の各々に対して予
め求められた照明の明るさを記憶した照明データベースと、前記位置推定手段によって推
定された前記遮蔽対象物の、自車両に対する相対的な３次元位置と、前記照明データベー
スに記憶された前記照明の明るさとに基づいて、前記遮蔽対象物検出手段によって検出さ
れた前記遮蔽対象物における前記照明の明るさを計算する遮蔽対象物照明計算手段と、前
記位置推定手段によって推定された前記遮蔽対象物の、自車両に対する相対的な３次元位
置に基づいて、前記遮蔽対象物の向きと前記照射手段による光の照射方向とのなす角を推
定するなす角推定手段と、前記遮蔽対象物の順応輝度を推定する順応輝度推定手段と、を
更に含み、前記照明上限推定手段は、前記遮蔽対象物照明計算手段によって計算された前
記遮蔽対象物における前記照明の明るさ、前記なす角推定手段によって推定された前記な
す角、及び前記順応輝度推定手段によって推定された前記遮蔽対象物の順応輝度に基づい
て、前記遮蔽対象物にとって許容可能なグレアとなる、前記遮蔽対象物に照射される照明
の明るさの上限を推定するようにすることができる。
　本発明の照射装置は、遮蔽対象物を検出する遮蔽対象物検出手段と、前記遮蔽対象物検
出手段によって検出された前記遮蔽対象物の、自車両に対する相対位置に基づいて、前記
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遮蔽対象物にとって許容可能なグレアとなる、前記遮蔽対象物に照射される照明の明るさ
の上限を推定する照明上限推定手段と、前記遮蔽対象物の背景の明るさに基づいて、ドラ
イバにとって前記遮蔽対象物を視認することが可能な、前記遮蔽対象物に照射される照明
の明るさの下限を推定する照明下限推定手段と、前記照明上限推定手段によって推定され
た前記遮蔽対象物に照射される照明の明るさの上限と、前記照明下限推定手段によって推
定された前記遮蔽対象物に照射される照明の明るさの下限とに基づいて、前記遮蔽対象物
に照射される照明の明るさを設定する照明設定手段と、自車両の周囲に対して照射パター
ンの光を照射可能な照射手段と、前記遮蔽対象物検出手段によって検出された前記遮蔽対
象物の、自車両に対する相対位置と、前記照明設定手段によって設定された前記遮蔽対象
物に照射される照明の明るさとに基づいて、自車両から見たときの前記遮蔽対象物の一部
分を、前記遮蔽対象物に照射される照明の明るさとし、前記遮蔽対象物の他の部分を含む
領域を、前記遮蔽対象物に照射される照明の明るさより高くした照射パターンの光を照射
するように、前記照射手段を制御する照明制御手段と、自車両の周囲を表わす可視光の画
像を撮像する可視光撮像手段と、を含み、前記照明下限推定手段は、前記可視光撮像手段
によって撮像された前記可視光の画像における、前記遮蔽対象物の背景の明るさに基づい
て、前記遮蔽対象物に照射される照明の明るさの下限を推定し、前記遮蔽対象物検出手段
は、前記可視光撮像手段によって撮像された前記可視光の画像に基づいて、前記遮蔽対象
物を検出し、前記照明制御手段は、前記可視光の画像を撮像するタイミングと異なるタイ
ミングで、自車両から見たときの前記遮蔽対象物の一部分を、前記遮蔽対象物に照射され
る照明の明るさとし、前記遮蔽対象物の他の部分を含む領域を、前記遮蔽対象物に照射さ
れる照明の明るさより高くした照射パターンの光を照射し、前記可視光の画像を撮像する
タイミングで、前記遮蔽対象物に対して遮蔽せずに光を照射するように、前記照射手段を
制御する。
　本発明の照射装置は、遮蔽対象物を検出する遮蔽対象物検出手段と、前記遮蔽対象物検
出手段によって検出された前記遮蔽対象物の、自車両に対する相対位置に基づいて、前記
遮蔽対象物にとって許容可能なグレアとなる、前記遮蔽対象物に照射される照明の明るさ
の上限を推定する照明上限推定手段と、前記遮蔽対象物の背景の明るさに基づいて、ドラ
イバにとって前記遮蔽対象物を視認することが可能な、前記遮蔽対象物に照射される照明
の明るさの下限を推定する照明下限推定手段と、前記照明上限推定手段によって推定され
た前記遮蔽対象物に照射される照明の明るさの上限と、前記照明下限推定手段によって推
定された前記遮蔽対象物に照射される照明の明るさの下限とに基づいて、前記遮蔽対象物
に照射される照明の明るさを設定する照明設定手段と、自車両の周囲に対して照射パター
ンの光を照射可能な照射手段と、前記遮蔽対象物検出手段によって検出された前記遮蔽対
象物の、自車両に対する相対位置と、前記照明設定手段によって設定された前記遮蔽対象
物に照射される照明の明るさとに基づいて、自車両から見たときの前記遮蔽対象物の一部
分を、前記遮蔽対象物に照射される照明の明るさとし、前記遮蔽対象物の他の部分を含む
領域を、前記遮蔽対象物に照射される照明の明るさより高くした照射パターンの光を照射
するように、前記照射手段を制御する照明制御手段と、自車両の周辺に存在する物体の３
次元位置を計測する３次元位置計測手段と、前記３次元位置計測手段によって計測された
前記物体の３次元位置に基づいて、前記遮蔽対象物検出手段によって検出された前記遮蔽
対象物の、自車両に対する相対的な３次元位置を推定する位置推定手段と、自車両に対す
る相対的な３次元位置の各々に対して予め求められた照明の明るさを記憶した照明データ
ベースと、前記位置推定手段によって推定された前記遮蔽対象物の、自車両に対する相対
的な３次元位置と、前記照明データベースに記憶された前記照明の明るさとに基づいて、
前記遮蔽対象物検出手段によって検出された前記遮蔽対象物における前記照明の明るさを
計算する遮蔽対象物照明計算手段と、前記位置推定手段によって推定された前記遮蔽対象
物の、自車両に対する相対的な３次元位置に基づいて、前記遮蔽対象物の向きと前記照射
手段による光の照射方向とのなす角を推定するなす角推定手段と、前記遮蔽対象物の順応
輝度を推定する順応輝度推定手段と、を含み、前記照明上限推定手段は、前記遮蔽対象物
照明計算手段によって計算された前記遮蔽対象物における前記照明の明るさ、前記なす角
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推定手段によって推定された前記なす角、及び前記順応輝度推定手段によって推定された
前記遮蔽対象物の順応輝度に基づいて、前記遮蔽対象物にとって許容可能なグレアとなる
、前記遮蔽対象物に照射される照明の明るさの上限を推定する。
【発明の効果】
【００２０】
　以上説明したように、本発明の照射装置によれば、推定された遮蔽対象物に照射される
照明の明るさの上限と、推定された前記遮蔽対象物に照射される照明の明るさの下限とに
基づいて設定した、遮蔽対象物に照射される照明の明るさを、自車両から見たときの前記
遮蔽対象物の一部分の明るさとして、照射パターンの光を照射することにより、遮蔽対象
物が不快な眩しさを感じることなく、かつ、ドライバが、遮蔽対象物を認知できる、とい
う効果が得られる。
【図面の簡単な説明】
【００２１】
【図１】本発明の実施の形態の照射装置のブロック図である。
【図２】本発明の実施の形態の照射装置の許容可能照明上限推定部のブロック図である。
【図３】遮蔽箇所の３次元位置への照明の明るさを設定する方法を説明するための図であ
る。
【図４】遮蔽タイミング及びシャッター解放タイミングを示す図である。
【図５】ドライバと歩行者が知覚する明るさを説明するための図である。
【図６】本発明の実施の形態の照射装置の制御装置のＣＰＵが行う制御ルーチンを示すフ
ローチャートである。
【発明を実施するための形態】
【００２２】
　以下、図面を参照して、本発明の照射装置の実施の形態を詳細に説明する。
【００２３】
　図１に示すように、車両に取り付けられた本実施の形態に係る照射装置１０には、可視
光カメラ１２、３次元情報計測部１４、及び制御装置１６が設けられている。
【００２４】
　可視光カメラ１２は、自車両の前方を撮影し、撮影により得られた可視光の画像を出力
する。この可視光カメラ１２は、制御装置１６と接続されている。
【００２５】
　３次元情報計測部１４は、自車両の前方に存在する物体の、自車両に対する３次元位置
情報を計測して出力する。３次元情報計測部１４として、レーザレーダ等の３Ｄセンサや
、ステレオカメラ、移動ステレオカメラを用いることができる。なお、３次元情報計測部
１４は、道路が平面である等の仮定を導入して、単眼カメラで３次元位置を推定ための画
像処理アルゴリズムを実行するようにしてもよい。この３次元情報計測部１４は、制御装
置１６と接続されている。
【００２６】
　制御装置１６は、ＣＰＵ、各種処理ルーチンのプログラムを記憶したＲＯＭ、データを
一時的に記憶するＲＡＭを含んだマイクロコンピュータで構成されている。制御装置１６
は、以下で説明する制御ルーチンを実行するマイクロコンピュータを機能ブロックで表す
と、画像取得部２０、最適露光量計算部２４、露光量設定部２６、設定パラメータ取得部
２８、遮蔽対象検出部３０、遮蔽箇所計算部３２、３次元位置推定部３４、許容可能照明
上限推定部３６、照明データベース３８、視認可能照明下限推定部４０、遮蔽箇所照明設
定部４２、照明制御値変換部４４、及び照明制御部４６で表すことができる。画像取得部
２０及び設定パラメータ取得部２８には、可視光カメラ１２が接続され、遮蔽対象検出部
３０には、３次元情報計測部１４が接続され、照明制御部４６には、ライト駆動装置５０
が接続されている。ライト駆動装置５０及び配光可変ライト５２は、照射手段の一例であ
る。
【００２７】
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　画像取得部２０は、可視光カメラ１２から、撮像された画像を取得する。最適露光量計
算部２４は、画像取得部２０によって取得した画像に基づいて、遮蔽対象物の検出に最適
な露光量を計算する。露光量設定部２６は、最適露光量計算部２４で計算した露光量を、
可視光カメラ１２で実現するように設定する。具体的には、可視光カメラ１２の絞りシャ
ッター開放時間を調節する。
【００２８】
　設定パラメータ取得部２８は、可視光カメラ１２から、照明の明るさから画像の画素値
を計算するのに必要なパラメータ（例えば、絞り、シャッター開放時間、ゲイン等）を取
得する。
【００２９】
　遮蔽対象検出部３０は、画像取得部２０によって取得した画像から、遮蔽対象物である
歩行者を検出する。なお、歩行者検出の方法としては、パターンマッチングなどの従来既
知の手法を用いればよいため、詳細な説明を省略する。
【００３０】
　遮蔽箇所計算部３２は、遮蔽対象検出部３０によって検出した歩行者の遮蔽箇所である
頭部の画像座標位置を計算する。
【００３１】
　３次元位置推定部３４は、遮蔽対象検出部３０による歩行者の検出結果と３次元情報計
測部１４による計測結果との対応を取ることで、検出された歩行者の、自車両からの相対
的な３次元位置を推定する。
【００３２】
　許容可能照明上限推定部３６は、３次元位置推定部３４によって推定された、検出され
た歩行者の、自車両からの相対的な３次元位置と、照明データベース３８とに基づいて、
歩行者にとって許容可能なグレアになる、遮蔽対象物に対する照明の明るさの上限を推定
する。
【００３３】
　照明データベース３８は、自車両を基準とした３次元座標系において、前方の３次元位
置の任意の位置の照度を計算可能なデータを記憶している。例えば、前方の空間を任意の
形に分割し、それぞれに事前に計算した照度を割り当てたテーブルが、照明データベース
３８に格納されている。
【００３４】
　また、照明データベース３８は、自車両のライト数と、各ライトの自車両を基準とした
３次元座標系位置とを記憶している。照明データベース３８は、前方の各３次元位置の照
度を画像の画素値に変換するための換算係数を記憶している。
【００３５】
　視認可能照明下限推定部４０は、画像取得部２０によって取得した画像と、設定パラメ
ータ取得部２８によって取得したパラメータと、照明データベース３８とに基づいて、自
車両のドライバが遮蔽対象物である歩行者を視認可能な、遮蔽対象物に対する照明の明る
さの下限を推定する。具体的には以下のように行う。
【００３６】
　まず、画像中の歩行者の背景の明るさを計算する。そして、求めた背景の明るさに対し
て、視認可能なコントラストになる対象の明るさを、参考文献（青木、森田、関根、田中
、“対向車へのグレアを考慮した前消灯による歩行者の被視認性”自動車技術会論文集、
４４－１、ｐｐ．１３１－１３６、２０１３．）に記載の方法を用いて求める。そして、
求めた対象の明るさの下限を、遮蔽対象物に対する照明の明るさの下限を推定する。
【００３７】
　ここで、許容可能照明上限推定部３６の詳細な構成について、図２を用いて説明する。
許容可能照明上限推定部３６は、眼前照度計算部６０、なす角度推定部６２、順応輝度推
定部６４、モデル記憶部６６、及び許容可能照明上限計算部６８を備えている。
【００３８】
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　眼前照度計算部６０は、３次元位置推定部３４によって推定された遮蔽対象物である歩
行者の頭部の３次元位置と、照明データベース３８とを照合して、遮蔽対象物である歩行
者の眼前照度を計算する。
【００３９】
　なす角度推定部６２は、３次元位置推定部３４によって推定された遮蔽対象物である歩
行者の頭部の３次元位置と、照明データベース３８に記憶された各ライトの自車両を基準
とした３次元座標系位置とに基づいて、遮蔽対象物である歩行者が自車両を見たときの視
線とランプ方向とのなす角度を計算する。
【００４０】
　順応輝度推定部６４は、遮蔽対象物である歩行者の順応輝度を推定する。歩行者の順応
輝度を厳密には計測できないので、本実施の形態では、近似値として、画像取得部２０に
よって取得した画像における遮蔽対象物の周辺の明るさから、順応輝度を推定する。ある
いは、状況毎の複数の典型値から、現在の状況に応じた順応値を選択するようにしてもよ
い。
【００４１】
　モデル記憶部６６は、グレアのモデル式として、計測可能な物理量から遮蔽対象物であ
る歩行者が感じるグレアの度合いを推定する式を記憶している。本実施の形態では、以下
の式に示す、代表的なモデル式であるＳｃｈｍｉｄｔ－Ｃｌａｕｓｅｎのモデル式を用い
る。
【００４２】
【数１】

【００４３】
　ただし、ｎはランプの数であり、ＥＢは、歩行者の眼前照度（ｌｘ）であり、Ｌｕは、
歩行者の順応輝度（ｃｄ／ｍ２）であり、θは、歩行者の視線とランプ方向のなす角度（
ｍｉｎ）である。また、ＣＰＯＯ＝３．０×１０－３ｌｘ　ｍｉｎ－０．４６、ＣｐＬ＝
４．０×１０－２　ｃｄ／ｍ２である。
【００４４】
　なお、上記のモデル式は、参考文献（Ｈ．－Ｊ．Ｓｃｍｉｄｔ－Ｃｌａｕｓｅｎ，Ｊ．
Ｔｈ．Ｈ．Ｂｉｎｄｅｌｓ，“Ａｓｓｅｓｓｍｅｎｔ　ｏｆ　ｄｉｓｃｏｍｆｏｒｔ　ｇ
ｌａｒｅ　ｉｎ　ｍｏｔｏｒ　ｖｅｈｉｃｌｅ　ｌｉｇｈｔｉｎｇ，”Ｌｉｇｈｔｉｎｇ
　Ｒｅｓｅａｒｃｈ　ａｎｄ　Ｔｅｃｈｎｏｌｏｇｙ,　ｖｏｌ．６，ｎｏ．２，ｐｐ．
７９－８８，１９７４．）に記載されているモデル式であるため、詳細な説明を省略する
。
【００４５】
　許容可能照明上限計算部６８は、眼前照度計算部６０によって計算された歩行者の眼前
照度、なす角度推定部６２によって推定された歩行者の視線とランプ方向のなす角度、及
び順応輝度推定部６４によって推定された順応輝度に基づいて、上記のモデル式に従って
、歩行者が許容可能なグレアになる、遮蔽対象物に対する照明の明るさの上限を推定する
。
【００４６】
　遮蔽箇所照明設定部４２は、遮蔽箇所計算部３２によって計算された遮蔽箇所の３次元
位置に基づいて、自車両から見たときの遮蔽箇所である歩行者の頭部を遮蔽した配光パタ
ーンを生成する。
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【００４７】
　また、遮蔽箇所照明設定部４２は、遮蔽箇所計算部３２によって計算された遮蔽箇所の
３次元位置と、許容可能照明上限推定部３６によって推定された、遮蔽対象物に対する照
明の明るさの上限と、視認可能照明下限推定部４０によって推定された、遮蔽対象物に対
する照明の明るさの下限とに基づいて、遮蔽箇所の３次元位置への照明の明るさを設定す
る。
【００４８】
　ここで設定した照明の明るさは、歩行者検出に用いる画像には原理的に影響を及ぼさな
い。ドライバによる歩行者の視認のためにはできるだけ明るい方がよい。従って、遮蔽箇
所照明設定部４２は、例えば、許容可能なグレアを実現する、遮蔽対象物に対する照明の
明るさの上限Ｘと、ドライバが遮蔽対象物である歩行者を視認可能な、遮蔽対象物に対す
る照明の明るさの下限Ｙとの中間の明るさを、遮蔽箇所の３次元位置への照明の明るさと
して設定する（図３（Ａ）参照）。また、遮蔽対象物に対する照明の明るさの上限Ｘが、
遮蔽対象物に対する照明の明るさの下限Ｙ以下である場合（１をハイビームの明るさとす
ると、１＞Ｙ＞Ｘ）には、設計上の判断で、遮蔽対象物に対する照明の明るさの上限と遮
蔽対象物に対する照明の明るさの下限との間の、遮蔽箇所の３次元位置への照明の明るさ
を決める（図３（Ｂ）参照）。例えば、ドライバの認知性と歩行者が感じる不快感を減ら
すことのどちらを優先するかを、設計指針に基づいて判断し、当該設計指針に基づいて、
遮蔽対象物に対する照明の明るさの上限と遮蔽対象物に対する照明の明るさの下限との間
の、遮蔽箇所の３次元位置への照明の明るさを決める。
【００４９】
　照明制御値変換部４４は、露光量設定部２６による設定と、遮蔽箇所照明設定部４２に
よって設定された遮蔽箇所の３次元位置への照明の明るさとに基づいて、設定した遮蔽箇
所の３次元位置への照明の明るさになるように、ライト駆動装置５０を制御する照明制御
部４６に対する指令値を作る。実現方法はいくつかあるが、配光可変ライト５２が、例え
ば、図４に示すように、各画素についてＯｎ／Ｏｆｆしかできない照明デバイスである場
合には、各画素に対して高速にＯｎ／Ｏｆｆを切り替えるための指令値により、中間の明
るさで、配光パターンにおける、設定した遮蔽箇所の３次元位置への照明の明るさを実現
するようにする（図５参照）。
【００５０】
　照明制御部４６は、照明制御値変換部４４で作った指令値に従って、ライト駆動装置５
０を介して、配光可変ライト５２によって配光パターンの光を照射するように制御する。
【００５１】
　配光可変ライト５２は、ヘッドライトの光源として十分な明るさを持ち、ＰＣ用プロジ
ェクタの様に縦横に高い空間解像度を持ち、各画素ごとにＯＮ／Ｏｆｆが可能な照明であ
る。配光可変ライト５２は、例えば、ランプとランプから照射された光の配光を制御する
配光制御装置とで構成されている。配光制御装置は、ランプの光を反射することによって
配光を制御するＤＭＤ（デジタル・マイクロミラー・デバイス）等の反射型空間光変調素
子、またはランプの光を透過することによって配光を制御する液晶表示素子等の透過型空
間光変調素子で構成することができる。また、ＬＥＤを格子状に配列したランプを用いる
こともできる。
【００５２】
　この配光可変ライト５２では、所定の配光パターンが得られるようにランプを点灯する
か、またはランプを点灯した状態で所定の配光パターンが得られるように配光制御装置を
駆動することにより所定の配光パターンを得ることができる。
【００５３】
　ライト駆動装置５０は、照明制御部４６からの指示に基づいて、配光可変ライト５２か
ら照射される光の配光（照射パターン）及び明るさを制御すると共に、遮蔽箇所を含む配
光パターンと、全点灯パターンとを切り換えて照射するように配光可変ライト５２を駆動
させる。遮蔽箇所を含む配光パターンと、全点灯パターンとの切り換えは、例えば、ちら
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つきを感じない周波数で実施する。ドライバと歩行者が知覚する明るさは、遮蔽箇所の明
るさと点灯の明るさとを時間重みで平均したものになる。
【００５４】
　なお、遮蔽箇所を含む配光パターンと、全点灯パターンとを切り換えて照射することが
、自車両から見たときの遮蔽対象物の一部分を、設定した遮蔽箇所の３次元位置への照明
の明るさとし、遮蔽対象物の他の部分を含む領域を、上記設定の明るさより高くした照射
パターンの光を照射することの一例である。
【００５５】
　図６は、本実施形態の照射装置１０の制御装置１６のＣＰＵが行う制御ルーチンを示す
フローチャートである。
【００５６】
　照射装置１０の電源（図示せず）が投入され、ライト駆動装置５０によって、上記図４
に示す遮蔽タイミングで、遮蔽箇所を含む配光パターンと、全点灯パターンとを切り換え
て照射するように、配光可変ライト５２のランプを点灯させる。このとき、図６に示す処
理ルーチンが、繰り返し実行される。
【００５７】
　まず、ステップ１００で、上記図４に示すシャッター解放タイミング（全点灯パターン
の光を照射するタイミング）で、可視光カメラ１２のシャッターを解放するように駆動し
、自車両の前方の撮影により得られた可視光画像を取り込み、次のステップ１０２で、３
次元情報計測部１４によって計測された、自車両の前方に存在する物体の３次元情報を取
得する。
【００５８】
　そして、ステップ１０４において、可視光カメラ１２の設定パラメータを取得する。ス
テップ１０６では、上記ステップ１００で取得した可視光画像から、遮蔽対象物である歩
行者を検出する。ステップ１０８では、上記ステップ１０６における歩行者の検出結果に
基づいて、検出した歩行者の遮蔽箇所である頭部の画像座標位置を計算する。
【００５９】
　次のステップ１１０では、上記ステップ１０２で取得した３次元情報と、上記ステップ
１０８で計算した遮蔽箇所である頭部の画像座標位置とに基づいて、遮蔽箇所である頭部
の３次元位置を推定する。
【００６０】
　ステップ１１２では、上記ステップ１００で取得した可視光画像、上記ステップ１１０
で推定された、遮蔽箇所である頭部の３次元位置、及び照明データベース３８に基づいて
、歩行者によって許容可能なグレアとなる、遮蔽対象物への照明の明るさの上限を推定す
る。
【００６１】
　次のステップ１１４では、上記ステップ１００で取得した可視光画像、上記ステップ１
０４で取得した設定パラメータ、及び照明データベース３８に基づいて、ドライバにとっ
て歩行者を視認可能な、遮蔽対象物への照明の明るさの下限を推定する。
【００６２】
　そして、ステップ１１６において、上記ステップ１１０で推定された遮蔽箇所である頭
部の３次元位置に基づいて、自車両から見たときの、遮蔽箇所である歩行者の頭部を遮蔽
した配光パターンを設定する。また、上記ステップ１１２で推定された遮蔽対象物への照
明の明るさの上限と、上記ステップ１１４で推定された遮蔽対象物への照明の明るさの下
限とに基づいて、遮蔽箇所への照明の明るさを設定する。
【００６３】
　次のステップ１１８では、上記ステップ１１６で設定された配光パターン及び遮蔽箇所
への照明の明るさに基づいて、ライト駆動装置５０を制御する照明制御部４６に対する指
令値を作る。ステップ１２０において、照明制御値変換部４４で作った指令値に従って、
ライト駆動装置５０を介して、配光可変ライト５２を制御する。
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【００６４】
　上記の処理ルーチンにより、配光可変ライト５２によって、遮蔽箇所を含まない全点灯
パターン、及び遮蔽箇所を含む配光パターンを高速に切り換えながら照射する。これによ
って、ドライバは、遮蔽箇所である歩行者の頭部において、遮蔽対象物への照明の明るさ
の上限と、遮蔽対象物への照明の明るさの下限との間の明るさを知覚する。遮蔽対象物で
ある歩行者は、遮蔽対象物への照明の明るさの上限と、遮蔽対象物への照明の明るさの下
限との間の明るさを知覚する。
【００６５】
　また、上記の処理ルーチンで取得した可視光画像に基づいて、遮蔽対象物の検出に最適
な露光量を計算し、計算した露光量を、可視光カメラ１２で実現するように設定する。
【００６６】
　以上説明したように、本発明の実施の形態に係る照射装置によれば、推定された遮蔽対
象物に照射される照明の明るさの上限と、推定された遮蔽対象物に照射される照明の明る
さの下限とに基づいて、遮蔽対象物に照射される照明の明るさを設定し、自車両から見た
ときの遮蔽箇所である歩行者の頭部の明るさを、設定した遮蔽対象物に照射される照明の
明るさとするように、遮蔽箇所を含む配光パターン及び全点灯パターンを切り換えて光を
照射することにより、歩行者が不快な眩しさを感じることなく、かつ、ドライバが、歩行
者を認知できる。
【００６７】
　また、全点灯パターンの光を照射するタイミングを、可視光カメラの撮像タイミングと
して、画像を取得し、遮蔽対象物を検出することにより、シャッターが開いている時間は
歩行者の遮蔽をしないようにできるため、可視光の画像からの遮蔽対象物の検出精度の低
下を防ぐことができる。
【００６８】
　また、歩行者検出の通常の手法では、遮蔽を行った画像を学習データとして用いている
か、顔が部分的に隠れても歩行者検出できる手法を適用することになる。いずれの場合で
も、遮蔽を行わない場合より検出性能は劣化するので遮蔽は無い方が望ましい。本実施の
形態では、シャッターが開いている時間は歩行者の遮蔽をしないようにできるため、遮蔽
対象物の検出性能の劣化を防ぐことができる。
【００６９】
　また、歩行者の頭部を遮蔽するとドライバからは首から下の胴体だけが見えることにな
る。歩行者を発見する際に顔は重要な手掛かりなので遮蔽は無い方が望ましい。本実施の
形態では、歩行者の頭部を、点灯と遮蔽との間の中間的な明るさで照射しているように、
ドライバが知覚するため、ドライバが、歩行者を認知できる
【００７０】
　なお、本実施の形態では、遮蔽箇所を含む配光パターンと、全点灯パターンとを切り換
えて照射することにより、設定した遮蔽箇所の３次元位置への照明の明るさを実現する場
合を例に説明したが、これに限定されるものではない。遮蔽箇所を含む配光パターンの光
により照射される遮蔽箇所の明るさを、設定した遮蔽箇所の３次元位置への照明の明るさ
として、配光パターンを照射するようにしてもよい。この場合には、シャッター解放タイ
ミングにおいて、全点灯パターンを照射するように切り換えればよい。例えば、配光可変
ライトが、各画素ごとに明るさの多階調設定が可能な照明であり、照明制御部が、配光可
変ライトの該当する画素における明るさを設定する。
【符号の説明】
【００７１】
１０   照射装置
１２   可視光カメラ
１４   ３次元情報計測部
１６   制御装置
２０   画像取得部
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２４   最適露光量計算部
２６   露光量設定部
２８   設定パラメータ取得部
３０   遮蔽対象検出部
３２   遮蔽箇所計算部
３４   ３次元位置推定部
３６   許容可能照明上限推定部
３８   照明データベース
４０   視認可能照明下限推定部
４２   遮蔽箇所照明設定部
４４   照明制御値変換部
４６   照明制御部
５０   ライト駆動装置
５２   配光可変ライト
６０   眼前照度計算部
６２   角度推定部
６４   順応輝度推定部
６６   モデル記憶部
６８   許容可能照明上限計算部

【図１】 【図２】
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